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ゆり

平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的な見直しが行われ
ていますが、減価償却費の計算上必要となるのが耐用年数。この耐用年数は建物や器
具・備品等の固定資産だけでなく、ソフトウエアや特許権、商標権、営業権などの無形
固定資産のほか、牛馬や豚、果樹などの生物にも定められています。

耐 用 年 数

国　税／ 5月分源泉所得税の納付 6月11日

国　税／所得税の予定納税額の通知 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 7月2日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 7月2日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 7月2日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分） 市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険

賞与等支払届 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役場に提出）

7月2日

（水無月） June6月
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◆ 6月の税務と労務
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株式会社は、その名前のと

おり当然株券を発行している

ものと思った時代がありまし

た。そういう時代の流れが変

わったのが、平成16年の旧商

法の改正でした。これにより、

定款の規定で株券を不発行に

することが認められました。

会社法ではこの流れをさら

に進め、株券の不発行が原則

とされました。具体的には、

定款に「株券を発行する」と

いう定めがある場合にのみ認

められることになりました。

■ ■ ■ ■ ■ ■

定款変更しないと

株券発行会社とみなされる

会社法施行前に設立された

既存の株式会社で、会社法施

行時点において株券不発行へ

の定款変更をしていない場合

は、会社法施行と同時に株券

を発行する旨の定款の記載が

あるとみなされ（整備法第76

条４項）、その旨の登記が職

権で行われます。

この場合は、会社法施行後

も株券発行会社のままになり

ます。株券発行会社であって

も、現実には株式の全部につ

いて株券を発行していない会

社はかなりあるかと思いま

す。

しかし、株券発行会社は株

主から株券の発行を請求され

たら、請求を拒むことはでき

ません。

一方、株券を紛失、盗難等

により喪失してしまった場合

に、事情を知らない第三者が、

即時取得をしてしまいます

と、この第三者が株主として

の正当な権利を行使すること

ができることになり、やっか

いなことに巻き込まれること

になります。

■ ■ ■ ■ ■ ■

株券不発行の手続き

小規模の同族会社では、株

券発行会社にあえてなる必要

があるかどうか検討をしてみ

て下さい。

株券発行会社も、株券を発

行する旨の定款を廃止して、

株券不発行会社になることが

できます（会社法第218条）。

ただし、この場合には、株

主の権利行使等に重大な影響

があるので、事前の公告・通

知等が必要となります。

a 実際に株券を発行してい

る場合の手続き

株券発行会社が、株券を発

行する旨の定款の定めを廃止

しようとするときは、その定

款の変更の効力が発生する日

の２週間前までに、次に掲げ

る事項を公告し、かつ株主と

登録株式質権者のそれぞれに

これを通知しなければなりま

せん。

① その株式（種類株式発行

会社では、全部の種類の株

式）に係る株券を発行する

旨の定款の定めを廃止する

旨

② 定款の変更がその効力を

生ずる日

③ ②の日において当該株式

会社の株券は無効となる旨

s まったく株券を発行して

いない場合

aの①、②に掲げる事項を、

その定款の効力が生じる日の

２週間前までに株主と登録株

式質権者に通知をすればよい

こととされています。

なお、公告を行うことでこ

の通知に代えることもできま

す。

株券廃止が原則

自社の定款を
見なおそう



3 6月号

多様化する
事業承継のパターン

ある公的機関の「事業承

継に関する調査報告書」に

よると事業承継に関する相

談先は、税理士が最も多い

ということです。これまで

の事業承継は親族内承継が

多かったので、「事業承継

対策＝相続税対策」のイメ

ージがあることも一因だっ

たのではないかと思われま

す。現在は事業承継のパタ

ーンは多様化してきていま

す。

親族内承継は現在では６

割程度まで減少し、事業承

継のパターンは従業員、取

引先関係の外部承継、Ｍ＆

Ａと多様化しています。日

本の将来を考えても、事業

をできるだけ長く続けても

らい、雇用の安定と技術の

承継を進めてもらわなけれ

ばなりません。

中小企業白書などでは、

事業承継を重要な問題と捉

えていますが、事業承継の

問題の重要性を認識せず、

事前の対策を講じていない

ケースが多いのが現実のよ

うです。

実際、公的機関、金融機

関等における事業承継の相

談は、ただ待っているだけ

では件数が伸びないといっ

た危機があり、そうした相

談に積極的な姿勢を示して

いますので、中小企業の債

権者である金融機関、特に

地方銀行や信用金庫、信用

組合等を積極的に活用する

ことが有効ではないかと思

われます。ただし、Ｍ＆Ａ

等については債権者である

金融機関に対しては、相談

した結果、融資がストップ

してしまうといった危惧か

ら相談しづらいといった問

題もあります。

また、経営者の頭の中で

課題が整理されていないこ

とも、現実に相談しない、

相談に行かない、といった

結果になっているのではな

いでしょうか。

さらに、現状では、窓口

に相談しても有効な解決策

が提示されないのではない

かという期待値の低さが、

相談割合の低下を招いてい

る可能性も否定できませ

ん。

まずは、経営者の頭を整

理することが大切です。

後継者不在のケース

経営者の男性62歳、妻53

歳で、大学生の長男21歳、

長女18歳、次女16歳のケー

スをみてみます。

経営者は結婚が遅く、子

供３人は、まだ扶養が必要

です。大学生の長男は、成

績優秀で、就職先はテレビ

局等のマスコミ関係に内定

しているとのことです。

将来はまだ先のことだと

いうことですが、長男は会

社を継がないことから、事

業の先行きが見えず、誰に

も相談ができない毎日が続

いていました。実際、この

ようなケースでお悩みの方

がかなり多くいるのではな

いでしょうか。

また先代と養子縁組を

し、その実子と婚姻をして

事業を継いだのですが、子

供に恵まれず２代続いて事

業承継に悩まれている方も

かなりいると思います。

いずれの場合も、後継者

をまず探すことから始めな

ければいけません。

最初のケースでは、ご子

息の事業承継は一旦頭から

離してみることが必要でし

ょう。ご令嬢が結婚され、

子供をもうける話もまだ先

のことでしょうから、親族

内承継を考える場合でも、

１代先のことと考え、次の

後継者を探すことの決断を

されることが肝要です。こ

の場合、まず社内に適当な

人材がいるかどうかです。

社内の人材に目を拡げる

通常、従業員を後継者と

考え育成をしてきていませ

んので、当たり前のことで

すが、そのような適当な人

材がいるはずはないので

す。

しかし、そのような資質

のある者にまで目を拡げる

と意外に見つかるかも知れ

ません。それでも見つから

ない場合には、取引先など

にも拡げてみてはいかがで

しょうか。実際、そうして

見つけたケースもかなりあ

るようです。

後
継
者
問
題



6月号 4

ワ
ン
セ
グ
は
、
携
帯
電
話
な
ど
の
移

動
体
端
末
向
け
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ

ジ
ョ
ン
放
送
の
こ
と
。
家
庭
で
見
る
ニ

ュ
ー
ス
や
ド
ラ
マ
な
ど
が
そ
の
ま
ま
楽

し
め
ま
す
。
ま
た
、
い
つ
で
も
ど
こ
で

も
見
ら
れ
る
と
い
う
携
帯
端
末
の
メ
リ

ッ
ト
を
活
か
し
、
災
害
時
の
情
報
確
保

手
段
と
し
て
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
コ
ス
ト
で
す
が
、
テ
レ
ビ
視

聴
は
原
則
無
料
で
す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
受
信

料
も
、
自
宅
の
テ
レ
ビ
で
契
約
し
て
あ

れ
ば
ワ
ン
セ
グ
用
と
し
て
は
新
た
に
発

生
す
る
こ
と
は
な
い
そ
う
で
す
。
二
〇

〇
六
年
十
二
月
に
は
、
全
国
の
都
道
府

県
庁
所
在
地
で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が

開
始
さ
れ
た
の
で
、
ワ
ン
セ
グ
も
全
国

で
受
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

二
〇
一
一
年
七
月
、
テ
レ
ビ
の
ア
ナ

ロ
グ
放
送
が
終
了
し
、
完
全
に
デ
ジ
タ

ル
放
送
に
移
行
し
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の

間
、
携
帯
電
話
や
専
用
ポ
ー
タ
ブ
ル
テ

レ
ビ
な
ど
で
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を

楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

ど
こ
で
も
見
ら
れ
る
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送

「
ワ
ン
セ
グ
」

定番商品はなぜ強い？

毎年さまざまな新商品が世に出る中で、長

年、売上げの上位に座り続ける定番商品があ

ります。最も多いのが食品関連分野。たとえ

ば日清食品の「カップヌードル」。1971年の

発売以来販売数ではカップ麺市場でトップの

座に君臨し続けています。いまやカップヌー

ドルは国内ばかりか、世界80余りの国で販売

されています。そもそもカップ麺という市場

はカップヌードルによって作られました。

実は定番商品と言われる商品は、こうした

新市場の開拓によるものが多いのです。ほか

にもケチャップ市場で５割を占める1908年誕

生のカゴメの「トマトケチャップ」、38年の歴

史を誇るレトルトカレーの元祖、大塚食品の

「ボンカレー」、現在シェア70％でマヨネーズ

の市場を切り拓いた1925年生まれの「キュー

ピーマヨネーズ」、卓上しょうゆの代名詞とな

った1927年生まれの「キッコーマンしょうゆ」

など、いずれも新商品がそのまま新市場を生

み、新市場の代名詞となっています。

食品以外でもセメダイン社の接着剤「セメ

ダイン」、ソニーの「ウォークマン」、マック

ス社のステープラー「ホッチキス」、海岸の消

波ブロックの「テトラポット」などなど、商

品ブランドがそのままその市場のカテゴリー

を表しているものは結構あります。

いったん消費者に「市場＝商品名」のブラ

ンドイメージが定着してしまうと、後発者は

よほどの新機能や広告でアピールしないと、

追い越すことはできません。いかに優れた商

品でも、先行する商品を超えるブランドに育

てるには相当の時間とエネルギーが必要にな

ります。もちろん、定番が定番であり続ける

ための努力は必要です。カップヌードルが支

持を受けているのは、時代や地域にあったき

め細やかな味付けを施し、また常に印象に残

るPRを続けているからです。

「伝統とは革新の連続である」とは500年

近い歴史を誇る和菓子の虎屋の当主の言葉で

すが、こうした定番商品の強さにも当てはま

るようですね。

人材派遣会社から仕事の紹介を受け、日替
わりで派遣先で働く「日雇い派遣」という働
き方が急増しています。その連絡には携帯電
話やメールが用いられていることから、「ワ
ンコールワーカー」と呼ばれています。
規制緩和で派遣できる職種が大幅に拡大さ

れたのをきっかけに、フリーターやリストラ
された中高年が、当日すぐに現金を手にでき
るワンコールワーカーへと転身。派遣会社も
企業に対し「１日１人から受け付け」「前日
15時まで依頼受け付け」など、ワンコール
ワーカー採用の売り込みを図っています。企
業側にとっても、とっさの仕事量に合わせて
１日単位で労働力を調整できる便利な存在で
あることから、市場が急速に拡がりました。
しかし、ワンコールワーカーの仕事は、実

際には低賃金。毎日、電話が鳴るのを待ち続
け、夕方まで待って掛かって来なければ翌日
の仕事はない不安定な立場です。仕事がない
ときの補償もないため、半ば失業状態と言っ
ても過言ではないのが実情です。

ワンコールワーカーの現実




